
国債市場の安定を図るためには、保有者層を多様化して幅広い
投資家層に国債を保有してもらう必要がある。財務省では平成
26年に国債政策情報室を設置し、海外IRに力を入れている。
令和元年度はIMF公的債務管理フォーラムを国内で初めて開催
した。海外IR活動における財務省の取組みを紹介する。
� 取材・文　向山勇

国債の海外IR活動
財務省の取組み

保有者層の多様化を通じた国債市場の安定

特集
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海外投資家との関係を強化 

多額の国債残高を抱える我が国にとって、国債
の安定消化は重要な課題になっている。そのため
には幅広い投資家層に国債を保有してもらうこと
が欠かせない。国債管理政策の諸制度の議論を行
う「国の債務管理の在り方に関する懇談会」でも、
投資家の多様化、なかでも海外投資家による保有
は、重要なテーマのひとつとなっている。そこで、
財務省では平成26年に国債政策情報室を設置し、
海外投資家へのIR活動に一層、力を入れている。

海外IRは、国債保有者層の多様化を通じて、
国債市場の安定を図るとともに、投資家のニーズ
に即した情報を正確かつタイムリーに提供するこ
とで、長期安定的な国債保有を促すことなどを目
的として行われている。

これらを実現するための実施方針として、国債
管理政策に加えて、広く日本の経済政策や財政健

全化の取組み等に関しても情報発信を強化するこ
とが掲げられている。また、海外中央銀行（外貨
準備）、年金基金、生命保険など国債の安定的な
保有が見込まれる投資家を重視すること、欧米に
加えて、アジア地域・新興国向けのIRを一層強
化することも重要である。さらに、個別投資家と
の面談を通じて、投資家のニーズを踏まえた的確
な情報提供・情報収集をするとともに、セミナー
方式や日本国債ニュースレターの送信等の方法を
適宜組みあわせ、費用対効果の高い海外IRを実
施すること、海外投資家等から得られた情報につ
いて、関係部局で幅広く共有すること、各国の債
務管理当局や国際機関、海外中央銀行との関係を
強化することも重視している。

この実施方針に基づき財務省では、銀行や生命
保険会社等の国内機関投資家や個人投資家のみな
らず、海外投資家の国債保有促進に向けた取組み
を進めている。

国債保有者層の多様化を通じ、
国債市場の安定を図る

海外 IRの目的及び方針

海外 IRの目的

1 国債保有者層の多様化
→  国債の確実かつ円滑な発行、 
国債市場の安定

2 国債及び日本経済に関する正確かつ 
タイムリーな情報提供
→ 長期安定保有の促進

3 海外投資家の動向及びニーズの的確な把握
→ 国債管理政策へのフィードバック

海外 IRの実施方針
●  国債管理政策に加えて、広く日本の経済政策や財政健全
化の取組み等に関しても情報発信を強化。

●  海外中央銀行（外貨準備）、年金基金、生命保険など国
債の安定的な保有が見込まれる投資家を重視。

●  欧米に加えて、アジア地域・新興国向けの IRを一層強化。
●  個別投資家との面談を通じて、投資家のニーズを踏まえ
た的確な情報提供・情報収集。セミナー方式やニュース
レターの送信等の方法を適宜組みあわせ、費用対効果の
高い海外 IRを実施。

●  海外投資家等から得られた情報について、関係部局で幅
広く共有。

●  各国の国債管理当局や国際機関、海外中央銀行との関係
強化。

海外IRの目的とはReport 1
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流通市場における 
プレゼンスも高水準

国債市場における海外投資家のプレゼンスは着
実に高まってきている。海外投資家の国債保有状
況については、日本銀行が四半期ごとに公表して
いる「資金循環統計」で確認できる。平成31年
3月末の速報値を見ると、国債及び国庫短期証券

（T-Bill）の保有者別内訳で海外投資家の割合は
12.7％となっている。「T-Bill」は、満期1年以下
の「割引短期国債（TB）」と「政府短期証券（FB）」

を合計したもので、平成21年2月より統合して
発行されている。このT-Billに限ってみれば、海
外投資家の保有割合は71.3％に上っている。

このように海外投資家による日本国債への投資
は、短期債の保有割合が高いことが特徴の一つに
なっている。また、海外投資家は、流通市場で取
引を活発に行う傾向があり、売買シェアは平成
31年3月末で現物が39.4％、先物65.2％を占め
ている。海外投資家の流通市場におけるプレゼン
スは、保有割合に比べて大きいことから、動向を
注視していく必要がある。

海外投資家による日本国債の保有割合を時系列
で追ってみると、平成20年9月末時点では8.5％
を占めていたが、リーマン・ショックを機に減少
に転じ、平成22年3月末には5.6％まで落ち込
んだ。

その後は各国が金融緩和等を実施したことによ
るグローバルな投資資金の流入や、平成22年の
欧州債務危機を背景とした「質への逃避」といわ
れる動きから、安全資産とみなされた日本国債を
買う海外投資家が見られた。

国債及び国庫短期証券（T-Bill）の保有者別内訳

一般政府
（除く公的年金）
33,032
0.3%

財政融資資金
5
0.0%

日本銀行
4,859,898

43.2%

銀行等
1,815,856

16.1%

生損保等
2,109,544

18.7%

公的年金
456,903

4.1%

年金基金
311,167

2.8%
海外

1,426,627
12.7%

家計
132,585

1.2%

その他
108,495
1.0%

合計
1,125兆4,112億円

（単位：億円）

※平成31年3月速報値
出所：日本銀行「資金循環統計」

国庫短期証券（T-Bill）の保有者別内訳

合計
97兆4,451億円

（単位：億円）

一般政府
（除く公的年金）

18
0.0%

財政融資資金
5
0.0%

日本銀行
103,623
10.6%

銀行等
155,762
16.0% 生損保等

20,123
2.1%

公的年金
0
0.0%

年金基金
0
0.0%

海外
694,920
71.3%

家計
0

0.0%

その他
0
0.0%

海外投資家のプレゼンスが高まる。
短期債の保有割合が高いのが特徴

保有者層の多様化の現状Report 2
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平成25年4月には日本銀行の金融政策決定会
合において量的・質的金融緩和が導入された。そ
の直後は、金利の変動幅が増大したこと等を受け
て、日本国債の保有を減らす動きも見られた。し
かし、新興国をはじめとする各国の不安定要因等
を背景として、金利が低位安定すると、海外投資
家は日本国債の保有を増やした。

近年では、ドルの需給が逼迫していることから

海外投資家は低コストで円の調達が可能になり、
海外投資家の日本国債の保有は増加傾向で推移し
ている。

海外投資家の保有額を地域で分類してみると、
欧州が83.1兆円で最も多く、北米の35.7兆円、
アジアの32.6兆円と続いている。国別に見ると、
トップはアメリカの34.8兆円でルクセンブルク
の25.0兆円、ベルギーの23.7兆円と続いている。

海外の国債等保有額、保有割合の推移

海外の保有割合（左軸）
海外の国債保有額（右軸）
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※国庫短期証券（T-Bill）を含む。
出所：日本銀行

海外保有債券の地域別推移（カストディアンベース）
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※保有額には国債以外も含む。また、最終的な投資家の地域別分布とは必ずしも一致しない。
出所：日本銀行
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債務管理当局の 
国際会議にも参加、情報を発信

海外投資家には様々なタイプがあることから、
海外IRでは、投資家のニーズに応じた、きめ細
かな情報提供を実施している。当初は、各地でセ
ミナーを実施し、大人数を対象に情報提供を行っ
ていたが、こうした取組みによる認知度の向上等
を受けて、近年ではセミナー方式に加え、投資家
への個別訪問を強化している。

平成30年度には、多くの海外投資家が所在す
るニューヨーク、ロンドン、シンガポール、香港
等を訪問したほか、欧州地域では新たにポルトガ
ルを訪問した。結果、全11回の海外IRを実施し、
19か国28都市を訪問、面談回数は139件に上っ
た。同時に現地のセミナーへの参加や講演も行っ
ている。

また、近年では、アジア地域から日本への債券
投資が増加していることから、外貨準備運用担当
者の情報交換の場である地域外準運用管理フォー
ラム（アジア開発銀行主催）に参加し、アジア・
大洋州地域の中央銀行等を対象に日本国債の説明
を積極的に行った。

さらに、各国の債務管理当局が集まる国際会議
にも積極的に参加し、日本の国債管理政策につい
て説明している。平成30年度には、3つの国際
会議に参加し、すべての会議で日本の債務管理政
策について発表した。例えば、OECD Working 
Party on Debt Managementでは、日本が運営
委員会のメンバーを務め、積極的に運営に貢献し
ており、平成30年11月の会議においては、3つ
のセッションで日本がプレゼンを実施した。

海外だけでなく国内でも積極的に活動を行って
いる。例えば東京に事務所を構えている各国の中
央銀行等のオフィスに出向き面談を実施。また、
来日した海外の債務管理当局と面談し、市場動向
や債務管理政策について意見交換を実施している。

平成30年度に参加した国際会議

開催月 開催の目的 国際会議名

平成30年 6月
債務管理当局間の情報交換

ADB Regional Public Debt Management Forum（新興国中心）

平成30年11月 OECD Working Party on Debt Management（先進国中心）

平成30年10月 外準運用担当者間での情報交換
（発行体として参加）

ADB Regional Forum on Investment Management of Foreign 
Exchange Reserve（新興国中心）

19か国28都市を訪問し面談実施。
海外現地のセミナーにも積極参加

海外投資家との面談の様子

平成30年度の海外IRの取組みReport 3
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リポートやニュースレターによる情報発信も
行っている。年に1回、日本語版、英語版の債務
管理リポートを発行しているほか、月に1回、英
語版の日本国債ニュースレターを発行している。

また、財務省ではこれまで10年を超える活動
による蓄積を活用し、より効果的かつ効率的な海
外IRを実施するため、PDCAサイクルに基づい

た活動を行い、海外投資家との長期的な関係構築
を図っている。例えば、海外投資家の関心事項や
投資動向を整理して理解を進め、海外投資家に正
確かつタイムリーな情報を提供すると同時に海外
投資家の動向やニーズを把握し、効果的かつ効率
的なIRができているかを確認した上で、様々な
フォローアップを実施している。

リポートやニュースレターで情報発信

年1回発行  債務管理リポート �

月1回発行  日本国債ニュースレター �

債務管理リポート

2019
国の債務管理と公的債務の現状

財務省理財局
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 What’s New: G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting       p. 2 
 On June 8 and 9, 2019, the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors 

meeting was held in Fukuoka under Japan’s presidency. 

 Monthly Topics: GDP and Foreign Investors’ Bond Holdings by Region       p. 3-4 
 Real GDP expanded by 0.6% (annual rate 2.2%) from the previous quarter according 

to the second preliminary GDP estimate (Jan.-Mar. 2019) released on June 10. 

 The Ministry of Finance and the Bank of Japan released a region-by-region breakdown 
of JGBs and other Japanese bonds held overseas in the international balance of 
payments statistics. According to the statistics, JGB and other Japanese bond holdings 
by foreign investors at the end of 2018 totaled (1) 83.1 trillion yen in Europe, (2) 35.7 
trillion yen in North America, (3) 32.6 trillion yen in Asia, (4) 9.1 trillion yen in Central 
and South America, (5) 3.5 trillion yen in the Middle East. 

 IR Office: Summary of our IR activity in FY2018                              p. 5 
 Meetings with overseas investors 

- 11 overseas Investor Relations missions covering 28 cities in 19 countries in North 
America, Europe, Asia, etc. 

 Meetings with foreign investors in Japan 
- 73 meetings with foreign investors in Japan 

 Presentations in seminars 
- 4 seminars including 1 seminar abroad 

 Statistics                                     
JGB Primary Market         …   p. 6    Liquidity Enhancement Auctions and JGB Buy-Back  …  p. 7 

JGB Secondary Market       …   p. 8   Investor Trends and JGB Outstanding              … p. 10 

Economic and Financial Trends … p. 14    Information                        … p. 15 
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（２）国の資金調達の枠組み
国のその年の歳出は、本来、その年の税収やその他収入で賄うべきですが、これら

で賄えない歳出需要を賄うために、国債の発行、または借入（☞）を行います。また、
日々の国庫の資金繰りを行う上で、一時的な資金不足を賄うため、政府短期証券の発
行を行っています。以下では、これら国の資金調達の枠組みについて説明します。

（図1）国庫金の受払

国の財政は一般会計及び 13の特別会計（平成 31年 4月１日現在）に区分して
管理・運営されていますが、その受払は日本銀行を通じて行われています。国は、
次のとおり、国債・借入金により税収等で賄えない歳出需要を賄い、政府短期証券
の発行により国庫の一時的な資金不足を賄うことで、予算の支出を支障なく執行し
ています。

Ａ　歳出需要を賄うための国債・借入金
政府は様々な税収等で賄えない歳出需要を賄うため、国債の発行、または借入を
行い、これにより調達された資金は歳入に計上されています。必要に応じてこうし
た資金調達を行うことによって、予算の支出を支障なく執行しています。
財務省理財局では、国債管理政策を企画・立案するとともに、その執行（国債の
入札・発行及び償還等の事務、借入金の入札等）を行っています。

B　国庫の一時的な資金不足を賄うための政府短期証券
政府の財政活動として各官庁・会計においては日々、様々な国庫金の受払が行わ
れていますが、これらの受払は全て国庫において統一的に取り扱うため、日本銀行
を通じて行われています。Ａで述べたとおり、国債・借入金により税収等で賄えな
い歳出需要を賄うための資金調達を行いますが、国庫金の日々の受払のタイミング
のズレにより、一時的に資金が不足したり、資金に余裕が生じたりすることがあり
ます。資金が不足した場合は政府短期証券の発行等、余裕が生じた場合は資金不足
の特別会計等に対する国庫余裕金の繰替使用等により国庫金の日々の受払のタイミ
ングのズレを調整しています（＝国庫の資金繰り）（☞）。

☞借入は国債と異なり、証
券の発行を伴わない資金調
達形態です。

☞歳入とは一会計年度にお
ける一切の収入をいい、収
入とは国の各般の需要を充
たすための支払の財源とな
るべき現金の収納をいいま
す。国庫の資金繰りのため
に発行される政府短期証券
は、国の各般の需要を充た
すための支払の財源を調達
するために発行されるもの
ではなく、当該年度の歳入
をもって償還されるため、
歳入に計上されるものでは
ありません。

税収、その他収入 

政府短期証券発行 

 国債発行（借換債を含む）・
（長期）借入 

国庫の一時的な資
金不足を賄うための
調達 

地方交付税、一般歳出、 
年金支払等

 国債償還・ 
（長期）借入金返済

歳出需要を賄うため
の調達

＜払＞ ＜受＞

（民  間）

（国庫金の受払は日本銀行を通じて行う。）

【国  庫】
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1. Quarterly Estimates of GDP Jan.–Mar. 2019 

The second preliminary GDP estimate (Jan.-Mar. 2019) was released on June 10. Real GDP 
expanded by 0.6% (annual rate 2.2%) from the previous quarter.  

In domestic demand, private consumption decreased by 0.1%, private residential investment 
increased by 0.6%, and private non-residential investment increased by 0.3%. Net exports of 
goods and services contributed 0.4% points. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Foreign Investors’ Bond Holdings by Region 
The Ministry of Finance and the Bank of Japan released a region-by-region breakdown of 

JGBs and other Japanese bonds held overseas in the international balance of payments 
statistics.  

According to the statistics, JGB and 
other Japanese bond holdings by 
foreign investors at the end of 2018 
totaled (1) 83.1 trillion yen in Europe, 
(2) 35.7 trillion yen in North America, 
(3) 32.6 trillion yen in Asia, (4) 9.1 
trillion yen in Central and South 
America, (5) 3.5 trillion yen in the 
Middle East. 

A country-by-country breakdown of 
Japanese bonds held overseas 
indicates that the five largest holders 
of these bonds were (1) U.S.A with 
34.8 trillion yen, (2) Luxembourg with 
25.0 trillion yen, (3) Belgium with 23.7 
trillion yen, (4) China with 14.3 trillion 
yen, and (5) the U.K. with 13.1 trillion 
yen.  

 
 
 
 
 

Development of Real GDP 
(Quarterly, seasonally adjusted series) 

Monthly Topics 

Note1: Change from the previous quarter (seasonally adjusted) 
Note2: Annual rate 
Note3: The Figures in () indicate contributions to Changes in GDP. 
(Source) Cabinet Office 
 
 

 

(Source) Cabinet Office, Government of Japan 
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Note1: Figures include JGB, other bonds and bills. 
Note2: The breakdown does not necessarily give a region-by-region breakdown of final investors. 
(Sources) Ministry of Finance, Bank of Japan 
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6

コラム 1  国債の利回り
国債は、一定の金額を一定期間後に支払うことを国が約束して発行した債券で、発行当局（財務省）が、表面
利率と償還期間をあらかじめ定めて発行されます。国債の額面（償還時に受取る金額のこと）は一定ですが、市
場参加者が実際に購入する価格は需給等によって変動するため、例えば、額面 100円の国債が額面を下回る 95
円や上回る 105円となることもあります。こうした購入価格に対する１年当たりの運用益の割合をパーセント
で表示したものが国債の利回りです。
例えば、額面 100円の国債を購入した場合を考えると、運用益の中には、
　①１年分の利子収入（「インカムゲイン」＝表面利率（クーポン）で表されるもの）と、
　②額面と購入価格の差額（「キャピタルゲイン（キャピタルロス）」）を１年当たりで換算したものが含まれ
るため、国債の利回りは以下の式で表すことができます。

（図ｃ１－１）単利利回りの計算式

①の利子収入は、発行時に定められた表面利率により金額が確定し、償還
まで変わりません。一方、②の購入価格は、購入するタイミングによって変
動します。したがって、国債の利回りは変化します。上式（図ｃ１−１）の国
債の価格と利回りの関係を、表面利率２％の10年債（額面100円）で見た
ものが図ｃ１−２ですが、価格が下落（100円→ 95円）すれば、利回りは上
昇（2.0%→ 2.63%）することになります。逆に、価格が上昇（95円→100
円）すれば、利回りは低下（2.63%→ 2.0%）することになります。
下図（図ｃ１−３）は、10年債（表面利率２％、額面 100円）を購入し
た場合の、購入から償還までの資金の受払を表すキャッシュフロー図です。例えば、当該国債を 95円で購入し
償還まで保有した場合は、利子収入（20円）と額面と購入価格の差額（５円）の合計（25円）が運用益にな
ります。これを１年当たりで見ると、利子収入（２円）とキャピタルゲイン（0.5 円）から、利回り（単利）は
約 2.63％となります。

（図ｃ１－３）10年債（表面利率２％、額面 100 円）を 95 円で購入した場合のキャッシュフロー図

近年、中短期ゾーンの国債の利回りがマイナスとなっています。例えば、当該国債を 125円で購入し償還ま
で保有した場合は、利子収入（20円）と額面と購入価格の差額（▲ 25円）の合計（▲５円）が運用損となり
ます（図ｃ１−４）。これを１年当たりで見ると、利子収入（２円）と１年当たりのキャピタルロス（▲ 2.5 円）
から、利回り（単利）は約▲ 0.40％となります。

（図ｃ１－４）10年債（表面利率２％、額面 100 円）を 125 円で購入した場合のキャッシュフロー図

このようなマイナス利回りの国債を購入した場合、償還まで保有すると、利子収入と償還金額の合計が購入金
額を下回り、損失が発生します。しかしながら、償還を迎える前に購入価格を上回る価格で売却することができ
れば、結果として利益を得られます。
なお、利回りの計算方法には、上記でご説明した「単利」利回りのほか、利子収入の再投資による収益を考慮
した「複利」利回りがあります。

（図ｃ１－２）利回りと価格の関係

日本語版と英語版を年に1回発行。財務省のウェブサイトでも閲覧可能。

毎月1回、英語で発行。

国の債務管理と公的債務の 
現状を解説。

後半では海外投資家に役立つ
データ集を掲載。

コラムなども活用し、 
わかりやすく解説。

前半の特集では国債に関する 
毎月のトピックスを紹介。
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R
eport 4

海外IRを通じて把握した 
最近の動向

日本国債に投資する海外投資家の動向として
は、主にインデックス投資によるリスク分散を目
的とするもの、ドル円ベーシス・スワップ等を活
用した短期債への投資、流動性規制への対応を目
的とした保有などが見られる。

インデックス投資では、ベンチマーク対比でア
ンダーウェイトとする先が多い。なお、世界経済
の不確実性を背景として債券投資を増加させるな
か、長期ゾーンを中心に日本国債を購入する先も
一部に見られる。

通貨スワップを活用した短期債投資に関して
は、ユーロ円ベーシス・スワップを活用して短期
債投資を行う先も見られる。

一方で面談などを通じ多く質問が寄せられた海
外投資家の関心事項をまとめると以下のように
なる。

債務管理政策関連
● 国債発行計画の具体的内容、策定の背景
● 中長期的な国債管理政策方針・考え方
日本国債市場関連
● 現下の金融政策のもとでの流通市場の状況
● 流動性に対する質問や流動性向上への要望
● 日本国内の投資家の内外投資動向
日本経済・財政関連
● 財政健全化の進捗や今後の見通し
● 消費増税の影響・対策
● 外国人労働者の受け入れや女性の社会進出等の

労働市場の変化や労働政策
● 日本国債の格付け見通し

引き続き、海外投資家との長期的で緊密な関係
構築や、債務管理当局や国際機関との連携強化に
取り組んでいくこととしている。

今後の方向性
■海外投資家との関係構築
●  外貨準備当局や年金基金などの海外機関投資家は、昨今の低金利環境下では日本国債への投資姿勢は積極的ではな
いものの、継続的な投資や長期安定保有が見込めることから、引き続きこれらの投資家を重視した IRを推進し、
長期的かつ緊密な関係を構築

●  同時に、将来的な保有や市場の活性化に向けて、現在の保有状況に関わらず、大手運用会社等へも定期的な接触を
図る

●  各投資家の運用体制や投資方針を理解し、個別ニーズや関心に即した説明・情報発信を実施することで、効果的かつ
効率的な IRを行う

■各国債務管理当局、国際機関との連携
●  IRや国際会議等の機会を活用し、債務管理当局との間で、昨今の債務管理政策をめぐる課題や債務管理政策の在り
方等に関する意見交換を密に行い、関係を強化

●  国際機関主催の国際会議等で、議事運営に関する提案や、海外当局・投資家向けプレゼン等を積極的に行うなど、
国際機関との連携を強化

海外投資家をはじめ各国債務管理当局、
国際機関との連携をさらに強化へ

今後の海外IRの方向性Report 4
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世界26か国から約150名が参加。
債務管理の課題を幅広く議論

開会挨拶をする鈴木馨祐副大臣

令和元年6月20日（木）、21日（金）の2日間にわた
り、第17回 IMF公的債務管理フォーラム（17th IMF 
Public Debt Management Forum）が東京で開催さ
れた。このフォーラムは、当初、途上国に対する債務管
理政策の浸透を目的として開催されていた。しかし、
リーマン・ショック後、先進国を中心に国債が増発され
たことを受け、平成21年には先進国が本格的に参加す
るようになった。以降は債務管理政策に関する幅広い課
題共有の場に発展している。
近年は隔年の6月に開催されており、17回目となる

今回は、日本で初めての開催となった。世界26か国の
債務管理当局や中央銀行、国際機関、民間金融機関、格
付会社、学者等、各方面から約150名が参加した。
今回は「New Investors & New Instruments」を
主要テーマとし、世界経済や金融政策の動向、債務残高
の上昇に直面する国の債務管理政策の在り方、電子取引
をはじめとする技術革新が債券市場に与える影響など、
近年の債務管理政策に関する課題について幅広い議論が
行われた。

鈴木馨祐財務副大臣による開会挨拶の後、テーマごと
に6つのセッションが行われた。財務省からもセッショ
ン1、セッション3、セッション5で理財局と国際局の
担当者が登壇した。各セッションでは財務省から説明を
行い、参加者との間で活発な意見交換が行われた。

財務省からの説明内容

セッション1●  日本の債務管理政策や国債保有構造
の変化について

セッション3●  今年のG20のテーマの1つにもなっ
ている途上国における債務の持続可
能性について

セッション5●  アジア債券市場育成イニシアティブ
（ABMI）の取組みについて

本フォーラムの開催を通じて、我が国の政策や取組み
を国際的に発信するとともに、債務管理に係る様々な課
題について国際的な議論を深めることができた。

日本でIMF公的債務管理フォーラムを開催

IMF公的債務管理フォーラムのアジェンダ
開催日 内 容

6月20日
（木）

Opening Remarks

Keynote Address

Panel Discussion 1：Global Debt Cycle, Outlook, and Risks

Panel Discussion 2：Elevated Re�nancing Needs and Market Access Challenges

Panel Discussion 3：The Evolving Picture of Sovereign Debt：New Trends in Lending, New Kinds of Debt

Panel Discussion 4：Evolution of Debt Markets：Technology, Regulation, and Market Structure

6月21日
（金）

Panel Discussion 5：Local Currency Debt Markets

Panel Discussion 6：Innovation in Debt Markets

Wrap-up and Closing Remarks
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特集 保有者層の多様化を通じた国債市場の安定
国債の海外IR活動 財務省の取組み
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